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本報告の背景本報告の背景

-低・無解約返戻金型生命保険は一般的な
ものになっている

・異なる解約返戻金算定基準➭被保険者のた

めに積み立てた金額という概念は薄い

・ 保険料の計算原理も異なる

➭収支相等の原則の拡張し、解約率を使用

-低・無解約返戻金型生命保険の解約返戻
金は約定された給付の一種と考える方が
合理的
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本報告の背景（続）本報告の背景（続）

-標準責任準備金の定着

責任準備金の計算基礎と保険料の計算基礎
は一致しない

-国際会計基準やソルベンシーⅡの検討
経済価値に基づく保険負債の算出

解約返戻金と解約率を考慮する

-新たな保険料計算基準による商品が生まれた
り、新たな会計基準が導入されると解約返戻金
の性格も変わりうる？

-伝統的な生命保険と低・無解約返戻金型に本
質的な差異はないのでは？ 3
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本報告の目的本報告の目的

-責任準備金と保険料の計算基礎が一致す
る場合としない場合のそれぞれについて解
約返戻金の性格を明らかにする

-伝統的な生命保険の保険料の算出において解
約返戻金と解約率に係る項目がないことの意味
を明らかにする

-計算基礎が一致する場合としない場合のそれ
ぞれについて保険料積立金の性格を明らかにす
る

（注）アカウント型の保険商品は対象としない 4
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結論結論
保険料積立金と保険料の計算基礎が一致する場合

-保険料の計算基準において解約返戻金と解約率に係
る項目がないのは、保険料はそれらの有無に拘わらず
同じ結果となるから

-解約返戻金は保険契約者の持ち分として積立てた金
額から一定の控除を行ったもの

-つまり、解約返戻金は付随的な給付であったといえる。
計算基礎が一致しない場合

-解約返戻金は保険契約者の持ち分から一定の控除を
行ったものとはいえない

-つまり、付随的な給付であると性格付けることは適切と
はいえない
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AgendaAgenda

-現状の確認と問題点

-保険料の計算原理

-保険料積立金の意義

-計算基礎の異なる場合の保険料積立金

-終わりに
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低・無解約返戻金型生命保険の概要

‐解約返戻金の水準を低くまたは無しにするこ
とで保険料の低廉化を図っている保険商品

‐保険料計算基礎に予定解約率を織り込む

-解約返戻金と保険料を除くと伝統的な生命保険と
の差異は全くない

-1998年に低解約返戻金型終身保険が発売

8２１社／３２社０社／４３社定期保険

２４社／２９社１社／２４社医療保険

１２社／３０社６社／３９社終身保険

２０１１年度末２０００年度末
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解約返戻金に係る法規整（１）解約返戻金に係る法規整（１）

-解約返戻金に係る法規律は存在しない

-保険業法の契約者価額に係る規定(保険
業法施行規則第10条第1項）

「保険料及び責任準備金算出方法書」の記載
事項の規定。第3号に「返戻金額その他の被保
険者のために積み立てるべき額を基礎として計
算した金額（以下「契約者価額」という。）の計算
の方法及びその基礎に関する事項」

- しかし、「契約者価額」の定義はない
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解約返戻金に係る法規整（２）解約返戻金に係る法規整（２）

-保険法の保険料払戻しの規定（第63条、
第92条）
「保険者は、次に掲げる事由により生命保険契
約が終了した場合には、保険契約者に対し、当
該終了の時における保険料積立金（受領した保
険料の総額のうち、当該生命保険契約に係る保
険給付に充てるべきものとして、保険料または保
険給付の額を定めるために予定死亡率、予定利
率その他の計算の基礎を用いて算出される金額
に相当する部分をいう）を払い戻さなければなら
ない。」

➭約款の「責任準備金の払戻し」の準拠規定 10
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解約返戻金に係る法規整（３）解約返戻金に係る法規整（３）

-旧商法、「被保険者のために積み立てた
金額の払戻し」(第680条第2項683条第2項)

「保険者は被保険者のために積立てた金額を保
険契約者に払戻すことを要す」

-保険法は旧商法の「被保険者のために積立て
た金額」に「保険料積立金」という名称と定義を
加えた

-これらは保険契約者の債権性を連想させる
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解約返戻金に係る法規整（４）解約返戻金に係る法規整（４）

-責任準備金の構成要素としての保険料積
立金(保険業法施行規則第69条第1項)

・保険業法施行規則では契約者価額と保険料積
立金は別の概念

・契約者価額(保険業法)

⊃保険料積立金(保険法)

・保険料積立金は、保険業法と保険法で別の概
念であるのに名称は同じ
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解約返戻金を巡る議論（解約返戻金を巡る議論（11））
-伝統的な生命保険しか存在せず、保険業法、保
険法、消費者契約法の検討も行われていなかっ
た頃は、解約返戻金は、「被保険者のために積
み立てた金額」から一定の控除を行ったものとい
う構成になっていた

-保険法改正の過程において、解約返戻金に関
する規律について法制審議会保険法部会で検
討されたが、立法技術的な理由から法制化が困
難との結論
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解約返戻金を巡る議論（解約返戻金を巡る議論（22））
-山下（2005）：保険業法改正で解約返戻金も契約者価
額の一つとされたため、解約返戻金は独自の給付とい
う考え方がなじむ。一方で私見としては、解約返戻金は
保険の付随的給付にすぎないから消費者契約法第9条
第1号の射程が及ぶものと考えると述べている。
-金岡（2007, 2008）：解約返戻金は付随給付であり、消
費者契約法第9条第1号の規定の適用を受ける
-肥塚（2009）：保険料積立金は約定された価格の一つ
として位置付けられる。解約返戻金は消費者契約法第9
条第1号の規定を適用することを志向する
-田口（2007, 2008）、井上（2008）：低・無解約返戻金型
商品を視野に入れ解約返戻金は約定価格と認識するこ
とが合理的
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解約返戻金を巡る議論（解約返戻金を巡る議論（33））
-伝統的な生命保険の解約返戻金の性格は、
個々の契約単位の持ち分に相当する額を基準
に導かれた付随的な給付なのか、契約者価額と
して約定されたものなのか結論がついていない

-個々の契約単位に算出される価額が存在して
おり、そこから何か引いたものが解約返戻金で
あるということは確かである

-低・無解約返戻金型生命保険の解約返戻金に
ついては、特に保険料が比較的高い保険商品の
あり方について、考え方を整理すべきである
保険の基本問題に関するワーキング・グループ(2009)「中間論点
整理」 15
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保険数理の面からみた解約返戻金の性格保険数理の面からみた解約返戻金の性格

-保険数理の面からみた解約返戻金の性格
に係る見解も統一しているわけではない
・保険数理の立場から考察すると、解約返戻金は保険
契約者の持ち分の返還ではなく約定給付という性格を
持っている（アクチュアリー試験のテキスト）

・保険数学のテキストでは伝統的な生命保険の解約返
戻金の算出方式は変わっていない

tW＝tV－σt
ここに、Wは解約返戻金、V は責任準備金または保険
料積立金、σは解約控除、tは経過年数
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保険数理の面からみた解約返戻金の意義保険数理の面からみた解約返戻金の意義

tW＝tV－σt
-VおよびWはそれぞれ契約者価額の一種
-V：個々の契約単位に算出される額
-W： Vから経過年数によって定まる額を差し引いた金額

式からでは、解約返戻金が保険契約者の持ち分に相当
する額を基準に導かれた付随的な給付なのか、一定の
計算基準に基づき導き出された約定価格であるのか判
然としない

責任準備金：保険者責任として事業年度末の負債。保
険群団全体に対して価格を評価する。１件１件計算され
るものではない

Ｖとは別種のものである 17



18

問題点の所在問題点の所在

-解約返戻金は保険契約者の持ち分として
積立てた金額から一定の控除を行ったもの
とされてきた

➭低・無解約返戻金型生命保険、標準責任準備
金、消費者契約法が解約返戻金の議論に影響

-保険会社の健全性に対する関心の高まり
➭保険負債の実態を反映する責任準備金
算出基準への変化

-法規整および保険数学における契約者価額の
概念はこの変化に十分な対応が取れていない18
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xqxP q Z= ：X歳の死亡率

損失を被るかもしれないn人から保険料Pを集め、
n人のうち実際に損失を被ったr人に対してその
資金をすべて保険金Zとして過不足なく支払うこと
である

nP rZ=
期間１年の保険料

収支相等の原則収支相等の原則

伝統的な保険料の計算原理伝統的な保険料の計算原理
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収支相等の原則の拡張収支相等の原則の拡張

低・無解約返戻金型の保険料の計算原理保険料の計算原理

ｎ人から保険料Pを集め、ｎ人のうち実際に損失
を被ったｒ人に対して保険金Zを支払い、契約期
間中に解約したｓ人に解約返戻金Wを支払う

nP rZ sW= +
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保険期間２年以上の一時払純保険料

伝統的な生命保険伝統的な生命保険

低・無解約返戻金型生命保険

単純化のために、純保険料を中心に議論する。また、保険金
は期末払いとし、解約はすべて期末に発生すると仮定する。
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はx歳の人がt年間生存する確率、 はx+t
歳の人が1年間に死亡する確率。両者を乗じ
るとｘ歳の人がｔ年間生存しｘ+ｔ歳で死亡する
確率

はｘ歳の人がｔ年間死亡も解約もしないで保
険群団内に残る確率、 はx+t歳の人が1年
間に死亡する確率。両者を乗じるとｘ歳の人
がｔ年間保険群団内に残りｘ+ｔ歳で死亡する
確率

はt 年目の解約返戻金、 は解約率とする

とし、iは金利とする。

x tq +

t xｐ x tq+

*
t xｐ

1 (1 )v i= +
1tW+ w
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保険期間２年以上の平準年払純保険料

伝統的な生命保険伝統的な生命保険

低・無解約返戻金型生命保険
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定期保険の保険料試算

予定死亡率：生保標準生命表2007
予定利率：年1.00％
予定解約率：年5.00％

（保険金額100万円について、以下同じ）

37%36%35%19%19%16%5%5%3%減少率

9,4383,9931,7837,1433,0311,3515,1732,1261,017無解約

15,0856,2612,7288,7673,7331,6125,4372,2441,048伝統的

50歳40歳30歳50歳40歳30歳50歳40歳30歳年齢

30年20年10年保険期間
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終身保険の保険料試算

予定死亡率、予定利率、予定解約率
：定期保険と同じ
解約控除率（終身保険）：15.0‰

1%1%1%1%1%1%0%1%1%減少率

32,04227,14323,95742,76737,74633,87578,51770,82064,178解約率考慮2

0%0%0%0%0%0%0%0%0%減少率

32,26027,35224,16243,01737,99034,11878,89171,19364,550解約率考慮１

14%16%17%12%12%13%7%7%7%減少率

27,65822,92320,01738,03833,28429,76173,70566,37360,120低解約

46%52%55%37%40%41%21%21%22%減少率

17,42813,07610,82427,00322,87420,16062,47955,99950,652無解約２

53%68%79%60%73%82%67%78%85%減少率

15,0928,8095,19317,29210,3186,13825,91615,7159,416無解約１

32,26027,35224,16243,01737,99034,11878,89171,19364,550伝統的

50歳40歳30歳50歳40歳30歳50歳40歳30歳年齢

30年20年10年保険料払込期間
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- 「無解約1」：“保険期間”に亘って解約返戻金がゼロ
- 「無解約2」 ：“保険料払込期間”に亘って解約返戻
金がゼロ

- 「低解約」：“保険料払込期間”は伝統的な終身保険
の解約返戻金の70%その後は伝統的な終身保険
の解約返戻金と同一

- 「解約率考慮1」 ：“保険期間”に亘って伝統的な終
身保険の保険料積立金と同一

- 「解約率考慮2」：“保険期間”に亘って伝統的な終身
保険の解約返戻金と同一
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保険料の試算が意味すること保険料の試算が意味すること

-「解約率考慮1」は伝統的な保険料と同一
➭解約時に保険料積立金を支払って消滅する場
合は、その支払を考慮に入れても入れなくても結
果は同一

➭解約を考慮しなくても収支相等の原則が成り
立つ

➭持ち分相当額を支払って契約が消滅するので、
その支払は収支に影響を与えない

➭保険料積立金は保険契約者の持ち分に相当
する金額であることを示唆

28
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終身保険の保険料試算（解約率7%)

1%1%1%1%1%1%1%1%1%減少率

31,90927,01323,82942,63137,61133,74278,34970,65364,011解約率考慮2

0%0%0%0%0%0%0%0%0%減少率

32,26027,35224,16243,01737,99034,11878,89171,19364,550解約率考慮１

18%20%22%15%16%17%9%9%9%減少率

26,45621,78118,95336,48131,80728,39171,77964,58058,469低解約

57%65%69%49%52%53%28%29%29%減少率

13,7329,5737,57822,13318,26615,90656,44850,40945,537無解約２

63%77%86%70%82%89%77%86%92%減少率

11,8226,1833,26313,0246,9233,67918,2709,8495,267無解約１

32,26027,35224,16243,01737,99034,11878,89171,19364,550伝統的

50歳40歳30歳50歳40歳30歳50歳40歳30歳年齢

30年20年10年保険料払込期間
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保険料積立金保険料積立金

-保険料の収入時期と保険金の支払時期は
一致しないので、保険期間の前半に収入し
た保険料を積み立てておき後半の保険金
支払にあてることによって収支を相等させ
る

-将来法と過去法の二つの算出方法がある
-保険料と責任準備金の計算基礎を同一で
あれば、将来法によって求めた保険料積立
金と過去法によるものとは一致する

31
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保険料積立金の算出保険料積立金の算出

将来法：将来の保険金支払の現価から将来の保
険料収入の現価を差し引いた金額

-保険業法の定義と一致
-伝統的な生命保険の保険料積立金、経済価値
に基づく保険負債の算出方法

過去法：計算時点までの過去の保険料収入の終
価から過去の保険金支払の終価を差し引いた残
額

-保険契約者の持ち分に近い概念
-変額保険、変額年金、アカウント型保険 32
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過去法による保険料積立金と保険料の関係

ファクラーの再帰式

解約を考慮した解約を考慮したファクラーの再帰式

1 1 1( ) (1 )t x t x t tV P i q V+ + + + ++ ´ + - ´ = ´Ｚ ｐ

1 1 1 1 1( ) (1 )t x t t t x t tV P i q w W V+ + + + + + ++ ´ + - ´ ´ = ´*Ｚ- ｐ

被保険者のために積み立てた金額を計算式で表わし被保険者のために積み立てた金額を計算式で表わし
ているている
個々の契約に対して値を計算できる個々の契約に対して値を計算できる
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終身保険の保険料積立金
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終身保険の保険料積立金

803,764803,764803,764803,764305,653803,76430

655,389654,488633,605582,775223,156654,48825

514,351512,799477,204390,528156,670512,79920

378,788376,756339,427247,584102,811376,75615

248,199245,809215,850140,36859,699245,80910

122,068120,109103,43759,96425,896120,1095

97,30395,62982,06546,50820,12995,6294

72,71271,37961,04733,82814,67271,3793

48,29447,35640,36821,8749,50547,3562

24,05723,56420,02410,6124,62023,5641

解約率考慮2解約率考慮１低解約無解約２無解約１伝統的経過年数

「解約率考慮1」は、伝統的な保険料積立金と同一
保険料積立金からも保険料積立金は保険契約者の持ち
分に相当する
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AgendaAgenda

-現状の確認と問題点

-保険料の計算原理

-保険料積立金の意義

-計算基礎の異なる場合の保険料積立金

-終わりに
36
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標準責任準備金標準責任準備金

-2013年4月に予定利率は年1.50％から
1.00％に引き下げられた
-4月以降の保険料は会社間または商品間で「値
上げ」と「値下げ」が交錯した（報道より）

➭標準責任準備金の基礎率を保険料の計算基
礎としていない保険商品が多く生まれた

保有する契約すべての保険料積立金の合計

≠財務諸表に記載される保険料積立金

37
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ソルベンシーソルベンシーⅡⅡの「負債の最良推定」の「負債の最良推定」

-経済価値に基づく考え方により、保険契約
に基づく将来の債務の履行に備えるために
積み立てる額

-信頼あるデータと現実的な基礎率に基づく将来キャッ
シュフローをリスクフリー利率で割引いた額

-すべてのキャッシュフローを対象にする
-正のキャッシュフローには保険料
-負のキャッシュフローには保険金、解約返戻金、事業
費、税金等

-現実的な基礎率：最も起こりうる死亡率、最も起こりうる
解約率、リスクが最も低い利率

38
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保険料と保険料積立金の計算基礎を同
一とする仮説は現実的ではない

-予定死亡率は保守的に定まっており死差益が
期待できる

-予定利率に保守性はあまり含まれておらず逆ざ
やのおそれがある

-解約の増減が収支に影響を与えないという前提
をおくことはない

-標準責任準備金の基礎率による保険料積立金
と「負債の最良推定」はより実態を反映して積み
立てるべき保険負債の水準を定めている

39
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将来法の保険料積立金将来法の保険料積立金と
保険契約者の持ち分

保険契約者の持ち分を将来法の保険料積
立金（保険契約に基づく将来における債務保険契約に基づく将来における債務
の履行に備えるためものの履行に備えるためもの）とする）とする場合

-標準責任準備金基礎率による保険料積立金、
「負債の最良推定」の方が経済的合理性がある。

➭標準責任準備金制度が導入されている現在
において、解約返戻金算出の基準となっている
保険料計算基礎による保険料積立金を契約者
の持ち分とみなすことは適当ではない。 40
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過去法の保険料積立金過去法の保険料積立金と
保険契約者の持ち分

保険契約者の持ち分を過去法の保険料積
立金とするとする場合

現実的な基礎率を用いて算出した過去法の保険
料積立金は保険料計算基礎による保険料積立
金と一致しない

➭保険料計算基礎による保険料積立金は保険
契約者の持ち分であるとはいえない

➭➭解約返戻金は保険給付の付随的給付であ
ると性格づけることは適切ではない 41
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将来法による保険料積立金の試算将来法による保険料積立金の試算

-終身保険の将来法による保険料積立金を、保
険料の計算基礎、標準責任準備金の計算基礎、
および「負債の最良推定」の算出基準により試算
し、その差を比較する

-契約条件は保険料払込期間30年、契約年齢30
歳の男性とする

-解約控除率は対千15円とする

425.00%--予定解約率

1.00%1.00%1.25%予定利率

生保標準生命表から保守部分を控除生保標準生命表生保標準生命表の80%予定死亡率

負債の最良推定標準責任準備金保険料計算基礎
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保険料計算基礎率による保険料積立金の対する

標準責任準備金および「負債の最良推定」の差額



44

アセットシェアによる感応度分析アセットシェアによる感応度分析
-解約率、死亡率、利率がそれぞれ変動した場合
の保険契約者の持ち分相当額の感応度を分析
-基本シナリオ：死亡率；生保標準生命表の80%、利率；
年1.00%、解約率；年5.00%
-変動シナリオ：解約率；20%の改善（減少）と20%の悪
化（増加）、死亡率；20%の悪化（増加）、利率；20%の
悪化（減少）の4種類
-基本シナリオと変動シナリオとの差額を求めた。

アセットシェア：保険数理上同質の保険群団から生じるキャッシュ
フローを実績に基づく運用利回り、死亡率、事業費、解約失効率
等を用いて推計することによって算出される正味資産を各契約に
割り当てることによって、個々の保険契約者の持ち分を求めるも
の 44
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基礎率の変動に対するアセットシュアの感応度
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AgendaAgenda

-現状の確認と問題点

-保険料の計算原理

-保険料積立金の意義

-計算基礎の異なる場合の保険料積立金

-終わりに
46
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おわりにおわりに (1)(1) （再掲）（再掲）

保険料積立金と保険料の計算基礎が一致する場合

-保険料の計算基準において解約返戻金と解約率に係
る項目がないのは、保険料はそれらの有無に拘わらず
同じ結果となるから

-解約返戻金は保険契約者の持ち分として積立てた金
額から一定の控除を行ったもの

-つまり、解約返戻金は付随的な給付であったといえる。
計算基礎が一致しない場合

-解約返戻金は保険契約者の持ち分から一定の控除を
行ったものとはいえない

-つまり、付随的な給付であると性格付けることは適切と
はいえない

47
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おわりにおわりに (2)(2)
低・無解約返戻金型生命保険に適用される算出
方法によって保険料を計算した場合は、解約返
戻金は保険金と同様に約定した給付である

アセットシェアの手法を用いた保険契約者の持ち
分相当額の感応度分析の結果

-解約率の変動の影響は死亡率、利率の変動よ
り軽微である

-伝統的な生命保険においても解約率が悪化す
ると収益が増加する

48
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ご静聴ありがとうございます


